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札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長 

 

居宅介護の通院等介助等に係る支援の対象範囲について 

 

日頃から本市の障がい福祉行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

居宅介護の通院等介助又は通院等乗降介助に係る利用について、従来は、居宅が始点

又は終点となる場合に限られておりましたが、本年４月の報酬改定により、障害福祉サ

ービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地へ移動する場合について

も、同一の事業所が行うことを条件に支援が可能となりました。 

つきましては、下記のとおり通知いたしますので、貴事業所におかれましては、関係

職員及び利用者への周知をお願いいたします。 

記 

 

１ 改正内容 

 ⑴ 概要 

変更前 変更後 

支援の対象範囲については、病院

への通院等のための移動介助又は官

公署での公的手続若しくは障害福祉

サービスを受けるための相談に係る

移動介助を行った場合に限られる。 

 

 

 

 

 

支援の対象範囲については、病院への

通院等のための移動介助又は官公署で

の公的手続若しくは障害福祉サービス

を受けるための相談に係る移動介助を

行った場合に限られる。 

なお、目的地が複数あって居宅が始点

又は終点となる場合、かつ、同一の事業

所が行う場合には、指定障害福祉サービ

ス等の通所系の事業所（短期入所を含

む）から目的地（病院等）への移動等に

居 宅 介 護 事 業 所  

移 動 支 援 事 業 所  

特定相談支援事業所 



 

 

 

係る通院等介助等についても、支援の対

象範囲に含まれる。 

 

⑵ 適用年月日 

令和６年４月１日 

 ⑶ 移動支援ガイドラインの一部改訂について 

上記の改訂に伴い、移動支援の取扱いについても変更を行う。詳細は移動支援ガ

イドライン（別添１）及び新旧対照表（別添２）のとおり。 

 

２ 留意事項 

⑴ 移動支援との適用関係について 

原則として通院等介助等を優先して提供すること。 

⑵ 通院等介助等に係る支援の提供について 

貴事業所において、実際に支援の提供を行う場合は、報酬告示及び留意事項通知

を御確認の上、適切な支援に努めていただくようお願いいたします。 

 

３ 備考 

本通知の適用に伴い、以下の通知を廃止する。 

「通院介助の対象範囲の拡大について（通知）」（平成 20 年４月１日付け札障第 20

号通知。別添３のとおり。） 
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